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議
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議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
バ
ン
ク
ー
バ
ー
総
領
事
館
で
不
適
切
な
経
理
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
関
す
る
第
三
回
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
バ
ン
ク
ー
バ
ー
総
領
事
館
で
不
適
切
な
経
理
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
関
す
る
第
三
回

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
答
弁
書
は
、
外
務
省
大
臣
官
房
に
お
い
て
起
案
し
、
同
省
に
お
い
て
し
か
る
べ
く
決
裁
を
経
た
上
で
、
内
閣
と

し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
六
月
に
在
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
日
本
国
大
使
館
に
お
い
て
公
金
が
紛
失
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
後
、

同
大
使
館
以
外
の
在
外
公
館
に
お
い
て
公
金
が
紛
失
し
た
事
例
が
な
い
か
に
つ
い
て
外
務
省
が
行
っ
た
調
査
が
、
同
省
大
臣

官
房
に
よ
り
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
内
閣
衆
質
一
八
七
第
四
〇
号
）
五
に
つ
い

て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
在
バ
ン
ク
ー
バ
ー
日
本
国
総
領
事
館
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
に
千
三
百
九
十
二
カ
ナ
ダ
ド
ル
及
び

平
成
二
十
四
年
に
三
千
三
百
六
十
九
カ
ナ
ダ
ド
ル
の
公
金
の
紛
失
（
以
下
「
本
件
公
金
紛
失
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
こ

一



と
、
ま
た
、
同
総
領
事
館
か
ら
外
務
本
省
に
対
す
る
報
告
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
厳

粛
に
受
け
止
め
て
い
る
。
本
件
公
金
紛
失
に
関
し
、
外
務
省
と
し
て
、
本
件
公
金
紛
失
が
発
生
し
た
当
時
の
同
総
領
事
館
の

館
長
及
び
出
納
官
吏
に
つ
い
て
、
同
省
の
内
規
に
基
づ
き
訓
戒
処
分
を
行
っ
た
。

二


